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１　肝臓機能障害の重症度

注１　90日以上180日以内の間隔をおいて実施した連続する２回の診断・検査結果を記入す
ること。

　２　点数は、Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類による点数を記入すること。

＜Ｃｈｉｌｄ－Ｐｕｇｈ分類＞

　３　肝性脳症の昏
こん
睡度分類は、犬山シンポジウム（1981年）による。

　４　腹水は、原則として超音波検査、体重の増減及び穿
せん
刺による排出量を勘案して見込

　　まれる量がおおむね１ｌ以上を軽度、３ｌ以上を中程度以上とするが、小児等の体重
　　がおおむね40ｋｇ以下の者については、薬剤によるコントロールが可能なものを軽度、
　　薬剤によつてコントロールできないものを中程度以上とする。

２　障害の変動に関する因子

３　肝臓移植

実施年月日 年　　　月　　　日

ｍｇ/ｄｌ ｍｇ/ｄｌ

抗免疫療法の実施

有　・　無

有　・　無

3.0ｍｇ/ｄｌ超
70％超

2.0ｍｇ/ｄｌ未満血清総ビリルビン値
40～70％

肝臓移植の実施

中程度以上
2.8ｇ/ｄｌ未満

軽度（Ⅰ・Ⅱ）
軽度

2.8～3.5ｇ/ｄｌ
なし

3.5ｇ/ｄｌ超

第２回検査

○　・　×

○　・　×

○　・　×

○　・　×

１点 ２点
なし

おおむね　　　　ｌ

なし・軽度
中程度以上

ｇ/ｄｌ

％

180日以上アルコールを
摂取していない。
改善の可能性のある積
極的治療を実施

第１回検査

検査日（第２回）

おおむね　　　　ｌ

％

年　　　月　　　日

ｇ/ｄｌ

なし・軽度
中程度以上

状態 点数

点

なし・Ⅰ・Ⅱ
Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ

検査日（第１回）

なし・Ⅰ・Ⅱ
Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ

年　　　月　　　日
状態 点数

腹水
血清アルブミン値
プロトロンビン時間

2.0～3.0ｍｇ/ｄｌ

有　・　無

３点
昏睡（Ⅲ以上）

　 ３点項目の有無
（血清アルブミン値、プロトロンビ
ン時間、血清総ビリルビン値）

有　・　無

40％未満

血清総ビリルビン値

肝性脳症

血清アルブミン値

プロトロンビン時間

腹水

肝性脳症

合計点数 点

肝臓の機能障害の状態及び所見
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４　補完的な肝機能診断、症状に影響する病歴及び日常生活活動の制限

注５　肝臓移植を行つた者であつて、抗免疫療法を実施している者は、１、２及び４の記
　　載は、省略可能である。

血中アンモニア濃度150μｇ/ｄｌ以上

有　・　無

有　・　無

１日に１時間以上の安静臥床
が

を必要とする
ほどの強い倦

けん
怠感及び易疲労感が月に７日

以上ある。

１日に２回以上の嘔吐
おう

又は30分以上の嘔気
おう

が月に７日以上ある。

有痛性筋けいれんが１日に１回以上ある。

年　　　月　　　日

血清総ビリルビン値5.0ｍｇ/ｄｌ以上

検査日 年　　　月　　　日

確定診断日 年　　　月　　　日

最終確認日

該当個数

補完的な肝機能診断又は
症状に影響する病歴の有無

個

有　・　無

年　　　月　　　日

有　・　無

有　・　無

症状に影響する病歴

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

原発性肝がん治療の既往

特発性細菌性腹膜炎治療の既往

日常生活活動の制限

検査日 年　　　月　　　日

検査日 年　　　月　　　日

胃食道静脈瘤
りゅう
治療の既往

現在のＢ型肝炎又はＣ型肝炎ウイルスの持
続的感染

血小板数50,000/ｍｍ³以下

確定診断日

補完的な肝機能診断

年　　　月　　　日

有　・　無

確定診断日

有　・　無
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附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第７号
愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則の一部を改正する規則

愛媛県手数料条例の規定による手数料の金額等を定める規則（平成１２年愛媛県規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２～５ 省略

６ 条例別表６の表３２の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 省略

� 前号に掲げる実技試験以外の実技試験（次号に該当するものを除く。）

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉
や

末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、建

築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属

ばね製造、ロープ加工、仕上げ、金属研磨仕上げ、切削工具研削、製

材のこ目立て、ダイカスト、機械保全、電子回路接続、電子機器組立

て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販

売機調整、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理、光学機器

製造、複写機組立て、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置

調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整備、冷凍空気調和機

器施工、染色、ニット製品製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製

造、布はく縫製、木工機械整備、機械木工、木型製作、家具製作、建

具製作、竹工芸、紙器・段ボール箱製造、製版、印刷、製本、プラス

チック成形、強化プラスチック成形、ガラス製品製造、陶磁器製造、

ファインセラミックス製品製造、石材施工、パン製造、菓子製造、製
めん

麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、

酒造、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、れんが積み、

築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、コンクリート積みブ
ちゅう

ロック施工、タイル張り、畳製作、配管、厨房設備施工、型枠施工、

鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、

内装仕上げ施工 、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、

サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、ウエルポ

イント施工、化学分析、金属材料試験、漆器製造、貴金属装身具製作、

印章彫刻、表装、塗装、路面標示施工、塗料調色、広告美術仕上げ、

義肢・装具製作、舞台機構調整、工業包装、写真、産業洗浄、商品装

飾展示又はフラワー装飾の実技試験 １６，５００円

イ・ウ 省略

� ３級の技能検定に係る実技試験（在校生に限る。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、鋳造、鍛造、金属熱処理、機械加工、金

属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽

極酸化処理、仕上げ、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気

（規則で定める手数料の金額）

第１条 省略

２～５ 省略

６ 条例別表６の表３２の項の右欄の規則で定める金額は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

� 省略

� 前号に掲げる実技試験以外の実技試験（次号に該当するものを除く。）

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉
や

末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、建

築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属

ばね製造、ロープ加工、仕上げ、金属研磨仕上げ、切削工具研削、製

材のこ目立て、ダイカスト、機械保全、電子回路接続、電子機器組立

て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販

売機調整、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理、光学機器

製造、複写機組立て、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置

調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整備、冷凍空気調和機

器施工、染色、ニット製品製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製

造、布はく縫製、木工機械整備、機械木工、木型製作、家具製作、建

具製作、竹工芸、紙器・段ボール箱製造、製版、印刷、製本、プラス

チック成形、強化プラスチック成形、ガラス製品製造、陶磁器製造、

ファインセラミックス製品製造、石材施工、パン製造、菓子製造、製
めん

麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、

酒造、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、れんが積み、

築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、コンクリート積みブ
ちゅう

ロック施工、タイル張り、畳製作、配管、厨房設備施工、型枠施工、

鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、

内装仕上げ施工、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、

サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、ウエルポ

イント施工、化学分析、金属材料試験、漆器製造、貴金属装身具製作、

印章彫刻、表装、塗装、路面標示施工、塗料調色、広告美術仕上げ、

義肢・装具製作、舞台機構調整、工業包装、写真、産業洗浄、商品装

飾展示又はフラワー装飾の実技試験 １６，５００円

イ・ウ 省略

� ３級の技能検定に係る実技試験（在校生に限る。） 次に掲げる区分

に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 園芸装飾、造園、さく井、鋳造、鍛造、金属熱処理、機械加工、金

属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミニウム陽

極酸化処理、仕上げ、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気

改 正 後 改 正 前
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機器組立て、プリント配線板製造、時計修理、内燃機関組立て、冷凍

空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、紳士服製造、寝具製作、

帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱

製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材

施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製

造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、ブロック建築、タイル張り、

配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装

仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウエルポイント施工、貴金属

装身具製作、表装、塗装、広告美術仕上げ、舞台機構調整、工業包装、

写真、商品装飾展示又はフラワー装飾の実技試験 １１，０００円

イ・ウ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第２９０号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

機器組立て、プリント配線板製造、時計修理、内燃機関組立て、冷凍

空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、紳士服製造、寝具製作、

帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱

製造、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材

施工、パン製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製

造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、ブロック建築、タイル張り、

配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装

仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウエルポイント施工

、表装、塗装、広告美術仕上げ、舞台機構調整、工業包装、

写真、商品装飾展示又はフラワー装飾の実技試験 １１，０００円

イ・ウ 省略

告 示
名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の

有効期限

広瀬病院 今治市拝志１番２６号 医療法人陽成会
平成２５年
３月４日
まで

循環器科林病院 新居浜市中西町６番４６号 医療法人健生会
平成２５年
３月４日
まで

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 新 居 浜 協 立 病 院 山 岡 伸 三 新居浜市若水町１－７－４５ 平成
２２年３月１日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 新 居 浜 協 立 病 院 谷 井 実 新居浜市若水町１－７－４５ 平成
２２年３月１日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 新 居 浜 協 立 病 院 谷 本 浩 二 新居浜市若水町１－７－４５ 平成
２２年３月１日

肝 臓 機 能 障 害 内 科 新 居 浜 協 立 病 院 中 濱 大 新居浜市若水町１－７－４５ 平成
２２年３月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

山 本 正 治 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院 西条市朔日市２６９－１ やまもと眼科クリニック 西条市丹原町池田１０９－４ 平成２２年

２月１日

木 原 洋 介 国民健康保険久万高原町立病
院 上浮穴郡久万高原町久万６５ き は ら 整 形 外 科 伊予市米湊８１５－１ 平成２２年

３月１日
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�愛媛県告示第２９３号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

視 覚 障 害 眼 科 医療法人住友別子病
院 堀 内 良 紀 新居浜市王子町３番１号 平成

２２年１月３１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１０１５０５ 特定非営利活動法人さ
なえ

松山市一番町一丁目１４
番地７ 小 川 純 人 就労継続支援

Ａ型
さなえスパ就労継続支
援Ａ型事業所

松山市福音寺町７５０番
地

平成２２年
２月１日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社ひだまり ひだまり介護ステーション 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１５４番地 平成２２年２月１日 訪問介護

特定非営利活動法人共同連えひめ 共同連えひめ南予支部介護部 愛媛県大洲市菅田町菅田甲９４０番地６
ソレイユ２１－１０７ 平成２２年２月１５日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

有限会社ケアーサポートゆずりは 居宅介護支援事業所ゆずりは 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地１ 平成２２年２月１日 居宅介護支援

合同会社さくら 居宅介護支援事業所さくら 愛媛県新居浜市中村四丁目９番１３号 平成２２年２月１日 居宅介護支援

株式会社アクティブ 居宅介護支援事業所きらめき 愛媛県新居浜市萩生２３４８番地の４４ 平成２２年２月１５日 居宅介護支援
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�愛媛県告示第２９８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３００号
旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）の規定による行政処分につい

て、同法第２３条の２第１項及び第４項の規定により、公開の聴聞を

次のとおり行う。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 期日

平成２２年３月２４日（水）午前１０時３０分

２ 場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階第７会議室

３ 被聴聞者

� 名称、代表者氏名及び所在地

キクチ観光株式会社

代表取締役 菊地 英太郎

西予市宇和町河内９５番地３

� 登録番号

愛媛県知事登録旅行業第３－１７１号

� 登録年月日

平成２０年３月１４日

�愛媛県告示第３０１号
愛媛県治山事業施行規程（昭和６１年３月愛媛県告示第４２７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社ひだまり ひだまり介護ステーション 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１５４番地 平成２２年２月１日 介護予防訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社翼 株式会社翼 松山営業所 愛媛県松山市南久米町乙２４－６６ ＵＫ
ＥＮＡ南久米１０１ 平成２２年２月１日 福祉用具貸与

株式会社翼 株式会社翼 松山営業所 愛媛県松山市南久米町乙２４－６６ ＵＫ
ＥＮＡ南久米１０１ 平成２２年２月１日 特定福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社翼 株式会社翼 松山営業所 愛媛県松山市南久米町乙２４－６６ ＵＫ
ＥＮＡ南久米１０１ 平成２２年２月１日 介護予防福祉用具

貸与

株式会社翼 株式会社翼 松山営業所 愛媛県松山市南久米町乙２４－６６ ＵＫ
ＥＮＡ南久米１０１ 平成２２年２月１日 特定介護予防福祉

用具販売
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（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

� 治山事業 特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）第１５８条第

４項に規定する治山事業及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

（昭和２６年法律第９７号）第３条第４号又は第５号に規定する施設に係る

災害復旧事業で、県又は知事が施行するものをいう。

�・� 省略

�������
�愛媛県告示第３０２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２２年３月１６日から３月２９日まで

�愛媛県告示第３０３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３０５号
東温市から協議のあった市営土地改良事業（ほ場整備事業・樋口

地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第９項において準

用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧

に供する。

平成２２年３月１６日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（ほ場整備事業・樋口地区）変更計画書の

写し

� 東温市農地、農業用施設災害復旧事業及び土地改良事業分担

金徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２２年３月１７日から４月１４日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

� 治山事業 治山治水緊急措置法（昭和３５年法律第２１号）第２条第１項

に規定する治山事業 及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

（昭和２６年法律第９７号）第３条 に規定する治山施設災

害復旧事業 で、県又は知事が施行するものをいう。

�・� 省略

改 正 後 改 正 前

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治波方港線

今治市中堀四丁目２５２番７から

今治市中堀三丁目２６０番３まで
旧 ４．５～１５．０ ０．１８５

今治市中堀四丁目２５２番１５から

今治市中堀三丁目２６０番８まで
新 １２．４～１５．０ ０．１８５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市中堀四丁目２５２番１５から

今治市中堀三丁目２６０番８まで
平成２２年３月１６日
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�愛媛県告示第３０６号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び南予地方局大洲土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成２２年３月１６日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

二級河川出海川水系
出海川 左岸河川管理道 大洲市長浜町出海丁３６１番２から大洲市長浜町出海乙１０７１番２まで 道路管理者 大洲市

大洲市大洲６９０番地１

二級河川出海川水系
出海川放水路 〃 大洲市長浜町出海丁４１４番３から大洲市長浜町出海丁３６１番２まで 〃

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む。）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に茶

色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持又は修繕

� 路肩に接する法面で、別図に緑色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

平成２２年３月１６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第３０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子双海線 喜多郡内子町河内８２０番７

旧 １３．０～１３．５ ０．０３６

新 １５．９～２０．８ ０．０３６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子双海線 喜多郡内子町河内８２０番７ 平成２２年３月１６日

��������������
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�愛媛県告示第３１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２１年１１月３０日から平成２２年２月２１日までの間に実施した技能検定の合格者は、

次のとおりである。

平成２２年３月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲９６０番１地先から

同市多田乙３５４番５まで

旧 ６．５～２３．５ ０．３６０

新 １６．６～５１．１ ０．３６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲９６０番１地先から

同市多田乙３５４番５まで
平成２２年３月１６日

公 告

機械加工

特級

受 検 番 号

Ｂ ２

機械保全

特級

受 検 番 号

Ａ甲 １

自動販売機調整

特級

受 検 番 号

Ａ甲 １

プラスチック成形

特級

受 検 番 号

Ｂ １

��������������
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造園（造園工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｄ １

金属溶解（鋳鉄誘導炉溶解作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号

Ｄ １

工場板金（機械板金作業）

２級

受 検 番 号

Ｂ １

工場板金（数値制御タレットパンチプレス板金作業）

２級

受 検 番 号

Ｂ １

仕上げ（治工具仕上げ作業）

１級

受 検 番 号

Ｄ １

機械検査（機械検査作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５

Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１
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Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７ Ａ甲 ３８

Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４０ Ａ甲 ４１ Ａ甲 ４２ Ａ甲 ４３ Ａ甲 ４４

Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５

機械保全（機械系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 １１ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５

Ａ甲 １８ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７

Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４０

Ａ甲 ４３ Ａ甲 ４４ Ａ甲 ４６ Ａ甲 ４９ Ａ甲 ５０ Ａ甲 ５１

Ａ甲 ５６ Ａ甲 ５７ Ａ甲 ５９ Ａ甲 ６０ Ａ甲 ６１ Ａ甲 ６２

Ａ甲 ６３ Ａ甲 ６４ Ａ甲 ６８ Ａ甲 ７２ Ａ甲 ７５ Ｂ ２

Ｂ ３ Ｂ ７ Ｂ ８ Ｂ ９ Ｂ １０ Ｂ １４

Ｂ １７ Ｂ １８ Ｂ ２０ Ｂ ２１ Ｂ ２５ Ｂ ２６

Ｂ ２７ Ｂ ３０ Ｂ ３１ Ｂ ３２ Ｂ ３３ Ｂ ３６

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ６ Ｃ ８ Ｃ １０

Ｃ １１ Ｃ １２ Ｃ １３ Ｃ １４ Ｃ １６ Ｃ １７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ８ Ａ甲 １４ Ａ甲 １８ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２８

Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３８

Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４０ Ａ甲 ４１ Ａ甲 ４４ Ａ甲 ４５ Ａ甲 ４６

Ａ甲 ４７ Ａ甲 ４８ Ａ甲 ４９ Ａ甲 ５０ Ａ甲 ５１ Ａ甲 ５３

Ａ甲 ５４ Ａ甲 ５６ Ａ甲 ５８ Ａ甲 ５９ Ａ甲 ６０ Ａ甲 ６１

Ａ甲 ６２ Ａ甲 ６３ Ａ甲 ６４ Ａ甲 ６５ Ａ甲 ６６ Ａ甲 ６７

Ａ甲 ６８ Ａ甲 ６９ Ａ甲 ７２ Ａ甲 ７４ Ａ甲 ７６ Ａ甲 ７７

Ａ甲 ７８ Ａ甲 ７９ Ａ甲 ８０ Ａ甲 ８１ Ａ甲 ８２ Ａ甲 ８３

Ａ甲 ８４ Ａ甲 ８８ Ａ甲 ８９ Ａ甲 ９０ Ａ甲 ９２ Ａ甲 ９４

Ａ甲 ９８ Ａ甲 １０１ Ａ甲 １０３ Ａ甲 １０５ Ａ甲 １０９ Ａ甲 １１５

Ａ甲 １１７ Ａ甲 １１８ Ａ甲 １２３ Ａ甲 １２７ Ａ甲 １２９ Ａ甲 １３０

Ｂ ４ Ｂ １０ Ｂ １１ Ｂ １２ Ｂ １４ Ｂ １６

Ｂ １７ Ｂ １８ Ｂ １９ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ８ Ｃ １０ Ｃ １２ Ｃ １３ Ｃ １４ Ｃ １５

Ｃ １６ Ｃ １７ Ｃ １８ Ｃ １９ Ｃ ２０ Ｃ ２１

Ｃ ２３ Ｃ ２４ Ｃ ２５ Ｃ ２６ Ｃ ２８ Ｃ ２９

Ｃ ３３ Ｃ ３４ Ｃ ３５

機械保全（電気系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ９ Ａ甲 １７ Ｂ ２ Ｂ ４ Ｃ １

Ｃ ４ Ｃ ５

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ｂ １ Ｂ ２

Ｃ ２ Ｃ ５ Ｃ ７ Ｃ ９
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機械保全（設備診断作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ ９ Ｃ １０ Ｃ １２ Ｃ １３ Ｃ １４

Ｃ １５

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ５

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ３

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４

Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２１

Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７

Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ｂ １ Ｂ ２

自動販売機調整（自動販売機調整作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｂ １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ４

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２ Ｃ １
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２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ９ Ａ甲 １３ Ａ甲 １５

Ａ甲 １７ Ｂ １

建設機械整備（建設機械整備作業）

２級

受 検 番 号

Ｄ １

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ７ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３

Ｂ ５ Ｂ ６ Ｃ ８

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ６ Ａ甲 ９ Ｂ １ Ｂ ４

Ｂ ５ Ｂ ６ Ｃ １ Ｃ ２

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６

Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４

Ｂ ５ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０

Ａ甲 １１ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ｂ ３

強化プラスチック成形（ビニルエステル樹脂積層防食作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３

石材施工（石材加工作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ ３
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２級

受 検 番 号

Ｃ ２

パン製造（パン製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６

菓子製造（洋菓子製造作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ５ Ｂ １

菓子製造（和菓子製造作業）

１級

受 検 番 号

Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｂ ２

建築大工（大工工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号

Ｄ １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０
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かわらぶき（かわらぶき作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ５ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

配管（建築配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １５

Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ａ甲 １４ Ｂ １ Ｃ ３

配管（プラント配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ ２ Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｃ １

型枠施工（型枠工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ９ Ｂ １ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ４

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４
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コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｂ １ Ｂ ３

防水施工（アスファルト防水工事作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

内装仕上げ施工（ボード仕上げ工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｄ １

ガラス施工（ガラス工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号

Ｃ １

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ ２ Ｂ ３
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�愛媛県人事委員会規則７－１０８２
職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２２年３月１６日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－１）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２ Ａ甲 １４ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２２ Ｃ ４

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｂ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｃ １

塗装（建築塗装作業）

１級

受 検 番 号

Ｄ １

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ７ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｂ ５ Ｃ ３ Ｄ １

Ｄ ２

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

単一等級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ｃ １

人事委員会規則
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（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１４条 省略

２・３ 省略

４ 条例第２０条第１項第６号に定める手当の額は、作業に従事した

日１日につき次の区分による額とする。

� 天皇又は皇后、皇太子、皇太子妃、文仁親王若しくは悠仁親

王の警衛の作業は、１，１５０円

� 省略

５～２４ 省略

附 則

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（県警察に勤務する職員の特殊勤務手当）

第１４条 省略

２・３ 省略

４ 条例第２０条第１項第６号に定める手当の額は、作業に従事した

日１日につき次の区分による額とする。

� 天皇又は皇后、皇太子若しくは皇太子妃

の警衛の作業は、１，１５０円

� 省略

５～２４ 省略

改 正 後 改 正 前

平成２２年３月１６日 発行
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